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株主優待制度の変更に関するお知らせ 
 

 

平成 15 年 12 月９日開催の当社取締役会において、株主優待制度の変更に関し、下記のとお

り決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待方法の変更 

   毎年３月 31 日現在の株主および実質株主に対し、全国たまご商業協同組合が発行する 

  「たまごギフト券」を年１回一定基準により贈呈してまいりましたが、平成 16 年１月５ 

  日に１単元の株式数を 1,000 株から 100 株に変更することに伴い、その基準を変更いた 

  します。 

   変更内容は別紙の通りであります。 

 

２．変更実施時期 

   平成 16 年 3 月 31 日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主より実施い 

  たします。 

 

以 上 

 



（別紙） 

 

株主優待制度の変更内容 
 
 
【現 行】 

項 目 現      行 

１．贈呈基準 
毎年 3 月 31 日現在の株主および実質株主に対し、全国たまご商業協同組合が発行する
「たまごギフト券」を年 1回、以下の基準により贈呈いたします。 
株式数 1,000 株(１単元)以上   一律 2,000 円(100 円券 20 枚) 

２．利用方法 全国の主な百貨店およびスーパー等で卵を購入の際、利用できます。 

３．有効期限 毎年 6月中発行の「たまごギフト券」発行の年から 5年後の 3月 31 日まで有効 

４．取扱店舗 
全国の主な百貨店およびスーパー等。（取扱店舗の詳細は「たまごギフト券」に同封す
る書類に記載しております。） 

 

【変更後】 
項 目 現      行 

１．贈呈基準 

毎年 3 月 31 日現在の株主および実質株主に対し、全国たまご商業協同組合が発行する
「たまごギフト券」を年 1回、以下の基準により贈呈いたします。 
(１)株式数 100 株(１単元)以上 1,000 株(10 単元)未満 一律 500 円(100 円券５枚) 
(２)株式数 1,000 株(10 単元)以上           一律 2,000 円(100 円券 20 枚) 

２．利用方法 全国の主な百貨店およびスーパー等で卵を購入の際、利用できます。 

３．有効期限 毎年 6月中発行の「たまごギフト券」発行の年から 5年後の 3月 31 日まで有効 

４．取扱店舗 
全国の主な百貨店およびスーパー等。（取扱店舗の詳細は「たまごギフト券」に同封す
る書類に記載しております。） 

 

 

     

 

 


